
B型肝炎ワクチン定期接種開始 （2016年 10月から） 

対象：2016年 4月 1日以降に出生した児 

接種期間：生後 2 ヶ月から 1才まで、1才を過ぎると任意接種で自己負担(自費扱い) 

接種間隔：生後 2、3、7-8 ヶ月の 3回 

 

ただし、2016年 4-7月に出生した児は、定期接種開始が 2016年 10月からのため、生後 2ヶ月か

らの標準的なスケジュールで接種出来ないため 下記の①と②の選択枝があり、 

①生後 2 ヶ月になれば、任意接種(自費)で接種開始 

②10月まで初回接種を待って、出来る限り 1才までに 3回接種終了する。 

 

②の場合は、接種開始が遅くなり感染のリスクが上がる、生後 7-8 ヶ月の 3 回目が 1 才を過ぎる

可能性があり任意接種で自己負担(自費)になる等、理由から、 

当院では、①の「生後 2 ヶ月になれば、任意接種(自費)で接種開始」を推奨しております。 

詳しくは、受付でご確認ください。 

 


